
令和2年
＝100.0

令和2年
＝100.0

最低賃金 全国

事業所規模
5人以上

事業所規模
30人以上

福井県
最低賃金

男 女
企業規模
1,000人

以上

228,516 242,372 943 84.5 96.2 96.3 101.2 82.0 93.9
<100,313> <101,014> (43.9) (41.7) (64.6) (65.0) (65.6) (66.1) (74.3) (1.6) (-0.6) (-3.6) (1.2) (-1.9) (0.1)

228,534 242,688 947 86.3 96.4 98.3 103.0 82.3 96.6
<103,534> <102,961> (45.3) (42.4) (65.3) (64.9) (66.8) (66.4) (75.6) (2.1) (0.1) (2.1) (1.4) (0.4) (2.9)

234,430 251,453 975 88.2 99.8 100.0 100.0 84.8 97.5
<103,798> <103,798> (44.3) (41.3) (64.4) (64.4) (68.9) (68.9) (75.1) (2.2) (3.6) (1.7) (-2.9) (3.0) (0.9)

235,767 253,130 982 90.8 100.5 99.1 104.8 85.4 97.8
<103,826> <106,993> (44.0) (42.3) (64.9) (66.9) (65.8) (67.8) (76.8) (3.0) (0.7) (-0.9) (4.8) (0.7) (0.3)

230,727 255,061 992 93.7 101.3 101.1 102.1 86.3 98.1
<107,286> <110,320> (46.5) (43.3) (65.8) (67.7) (69.8) (71.7) (78.4) (3.2) (0.8) (1.9) (-2.6) (1.0) (0.3)

230,516 251,340 1,035 96.7 99.8 105.3 104.8 90.0 99.1
<111,938> <113,464> (48.6) (45.1) (65.9) (66.8) (70.9) (71.9) (77.6) (3.2) (-1.5) (4.2) (2.6) (4.3) (1.0)

237,569 255,774 1,058 99.9 101.6 104.0 108.4 92.0 99.9
<114,982> <116,309> (48.4) (45.5) (68.6) (69.4) (70.5) (71.3) (78.4) (3.2) (1.8) (-1.2) (3.4) (2.2) (0.8)

236,272 251,853 1,150 100.0 100.0 ― ― 100.0 100
<111,469> <113,544> (47.2) (41.5) (72.2) (0.1) (-1.5) (8.7) (0.1)

241,050 256,366 1,100 103.4 101.8 95.7 99.5
<115,573> <117,718> (47.9) (45.9) (78.0) (3.4) (1.8) (-4.3) (-0.5)

234,829 259,679 1,153 107.0 103.1 100.3 101.6
<116,594> <120,590> (49.7) (46.4) (77.0) (3.5) (1.3) (4.8) (2.1)

.

毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査 同　　左 毎月勤労統 消費者 春季賃上げ状況

調査産業計 調査産業計 産業計 計調査 物価指数

事業所規模 事業所規模 企業規模計 調査産業計 年　　報

5人以上 30人以上 事業所規模

　左欄：規模5人以上 　　　　　左欄：規模5人以上 30人以上

　　　　　右欄：規模30人以上

（注） 1

2

　福井県最低賃金額と一般賃金水準等との比較

　
 

項
目

　
　
　
　
　
年

実　    　額　　（円）
指        数

最低賃金額
福井県所定内給与

月　　額
福井県

高卒初任給月額 福　井　県
女性パート
の　賃　金

時間給

春季賃上げ率
（％）  令和2年（度）＝100.0

平成27年（度）
＝100.0

福井県
所定内給与

高卒初任給月額

女性パート
の賃金

消費者
物価

（福井市）福井県
最低賃金

男 女

26
716 158,600 155,100

2.19

27
732 161,300 150,600

2.38

25
701 155,300 152,900

1.80

28
754 159,900 157,900

2.14

29
778 163,000 153,800

2.11

30
803 169,800 157,800

2.26

― ― 2.02

R1
829 167,700 163,200

2.18

調査項目廃止 調査項目廃止

（厚生労働省労使関
係担当

参事官室調べ）

R2
830

2.00

R3
858

調査項目廃止 調査項目廃止 ― ― 1.86

R4
888

調査項目廃止 調査項目廃止

備
　
　
　
考

下段は、各年毎月勤労統計

調査における規模別調査産

業計の所定内労働時間×最

低賃金額

賃金構造基本統計調査 賃金構造基本統計調査

産業計 産業計

企業規模10人以上

「指数」欄の（　）内は、対前年（度）上昇率（％）である。

企業規模10人以上

（総務省
統計局）

　右欄：規模30人以上

「実額」欄の「所定内給与」及び「高卒初任給」の（　）は、それぞれの額に対する「地域別最低賃金」の＜＞の比率である。

「女性パート賃金」の（　）は、その額に対する「地域別最低賃金」の時間額の比率である。
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